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平成２２年２月改訂 

財団法人 日本水路協会認定 

 

水 路 測 量 技 術（ 沿岸・港湾 ）検 定 試 験 

案    内 

 

 

水路測量技術検定試験は、海洋の利用、開発、環境保全等に資するために行われる水路測量に従

事する技術者の技術の標準化、向上を図るため昭和５１年度から海上保安庁認定試験として実施し

てまいりましたが、平成１３年度より財団法人日本水路協会認定試験として、引き続き実施するこ

とになりました。 

なお、この資格は、従来どおり関係官庁において活用されることになっております。 

 

１．試験の級・科目・内容 

試験の級は１級水路測量技術（沿岸）（以下「沿岸１級」という。）、２級水路測量技術（沿岸）

（以下「沿岸２級」という。）、１級水路測量技術（港湾）（以下「港湾１級」という。）及び２級

水路測量技術（港湾）（以下「港湾２級」という。）とし、試験の科目・内容及び程度は「審査基

準」（別表４）に準拠します。 

また、各級の上級及び下級の別は、「技術水準の上級及び下級」（別表１）のとおりです。 

 

２．期  日 

  沿岸１級、港湾１級  毎年おおむね６月に１次試験及び２次試験を実施します。 

  沿岸２級、港湾２級  毎年おおむね６月に１次試験及び２次試験を実施します。 

 

３．願書受付期間 

沿岸１級、港湾１級   4 月下旬から 5 月下旬 

沿岸２級、港湾２級   3 月下旬から 4 月下旬 

 

４．試 験 地 

各級の１次試験及び２次試験は、東京都で実施します。 

 

５．受験資格 

試験を受けるためには、試験の免除を申請する場合を除き、特別の資格を必要としません。 

 

６．１次試験の免除 

(1) 各級の１次試験の合格者に対しては、申請により、当該試験と同じ級又は下位の級の１次試

験を免除します。 

(2) 次の各号に掲げる者に対しては、申請により、沿岸１級の１次試験を免除します。 

ⅰ 沿岸海域（港湾を含む）の測量（以下「沿岸の測量」という。）に関して１５年以上の実務

経験を有する者 

ⅱ 当協会が行う沿岸の測量に関する専門的な研修(１級研修沿岸級)を修了した者 



 - 2 -   

ⅲ 海上保安学校本科海洋科学課程（旧海上保安学校水路科及び本科水路課程を含む。以下同

じ。）を卒業し、かつ、沿岸２級の試験に合格した者で、沿岸の測量に関して６年以上の実

務経験を有する者 

ⅳ 沿岸２級の試験に合格した者で、合格後、沿岸の測量に関し７年以上の実務経験を有する

者 

(3) 次の各号に掲げる者に対しては、申請により、沿岸２級の１次試験免除します。 

ⅰ 沿岸の測量に関して８年以上の実務経験を有する者 

ⅱ 当協会が行う沿岸の測量に関する基礎的な研修（２級研修沿岸級）を修了した者 

ⅲ 当協会が昭和４９年度及び昭和５０年度に行った水路技術研修における測量２級課程Ｃコ

ースの修了試験に合格した者で、沿岸の測量に関して１年以上の実務の経験を有する者 

ⅳ 海上保安学校本科海洋科学課程を卒業した者 

ⅴ 沿岸１級の１次試験の合格者又は免除者 

(4) 次の各号に掲げる者に対しては、申請により、港湾１級の１次試験を免除します。 

ⅰ 港湾及びその付近海域の測量（以下「港湾の測量」という。）に関して１２年以上の実務経

験を有する者 

ⅱ 当協会が行う港湾の測量に関する専門的な研修（１級研修港湾級）を修了した者 

ⅲ 沿岸１級の１次試験の合格者又は免除者 

ⅳ 沿岸２級の試験の合格した者で、合格後、港湾の測量に関し５年以上の実務経験を有する

者 

ⅴ 港湾２級の試験に合格した者で、合格後、港湾の測量に関し６年以上の実務経験を有する

者 

(5) 次の各号に掲げる者に対しては、申請により、港湾２級の１次試験を免除します。 

ⅰ 港湾の測量に関して６年以上の実務経験を有する者 

ⅱ 当協会が行う港湾の測量に関する基礎的な研修（２級研修港湾級）を修了した者 

ⅲ 沿岸２級の１次試験の合格者又は免除者 

ⅳ 港湾１級の１次試験の合格者又は免除者 

 

７．試験の実施方法 

(1) 試験は、各級とも筆記による１次試験と、口述による２次試験とに分けて行います。 

(2) ２次試験は、１次試験の合格者及び１次試験の免除を受けた者に対してのみ行います。 

(3) １次試験又は２次試験の不合格科目は再度受験できます。 

(4) １次試験の全科目に合格した者は、引き続き２次試験を受験できます。 

 

８．試験科目の免除 

(1) 各級の１次試験及び２次試験において、合格点に達した試験科目を有する者に対しては、２

回目以降の当該試験において、その科目の試験を免除します。 

(2) 測量法施行令第１２条により登録された測量士に対しては、すべての級の試験において、測

量士補に対しては、沿岸２級及び港湾２級の試験において、いずれも申請により、基準点測

量科目の試験を免除します。 

 

９．試験の成績及び２次試験の通知 

(1) １次試験及び２次試験の成績については、書類で通知します。 

(2) １次試験の合格者には、合格の通知と併せ、２次試験の時間・場所等についてお知らせしま

す。 
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10．合格証書の交付 

  各級の２次試験の合格者には、合格証書を交付します。 

  また、合格者が必要とする場合には、申請により、合格証明書を発行します。発行手数料は、

級に関係なく１通６００円（税込み）です。合格証明書を希望する方は、住所・氏名・生年月日

及び合格証書番号を明記して、当協会に申し込んでください。 

 

11．受験料（別表２の「受験料」参照） 

(1) 初回の受験料 

ⅰ 初めて１次試験を受験する者は、該当の級の１次試験の初回の受験料 

ⅱ １次試験の全科目に合格し、初めて２次試験を受験する者は、２次試験の初回の受験料 

ⅲ １次試験免除者は、該当の級の１次試験及び２次試験の初回の受験料の合計額 

（初回の１次試験受験料は免除されません） 

(2) ２回目以降の受験料 

ⅰ １次試験の不合格科目を再度受験する者は、該当する級の１次試験の２回目以降の受験料

に受験科目数を乗じた額 

ⅱ ２次試験の不合格科目を再度受験する者は、該当する級の２次試験の２回目以降の受験料

に受験科目数を乗じた額 

(3) 受験料の支払方法 

ⅰ 受験料は受験願書の送付と同時に 14．振込先の口座に振り込みください。なお、受験料払

い込み後に受験を辞退した場合は、別表３の「受験料の返還額」により返還します。 

ⅱ １次試験の全科目に合格し、初めて２次試験を受験する者は、試験会場の受付で２次試験

の初回受験料を現金でお支払いください。 

 

12．受験願書類 

(1) 受験願書 

所定の用紙（複写は不可）を使用してください。 

(2) 実務経歴証明書及び誓約書 

１次試験免除を申請する者は実務経歴証明書又は誓約書を提出してください。 

(3) 受験票 

ⅰ 受験願書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されていて、受験料の納入が確認さ

れたときは、受験者に対して試験会場・集合時刻・受験番号等を記載した受験票を交付しま

す。 

ⅱ 受験者が試験を受けるときは、受験票を必ず携行しなければなりません。 

 

13．受験願書用紙類の請求及び支払方法 

(1) 受験願書用紙類の請求 

ⅰ 受験願書用紙を郵便、電話、ファックス又は E-mail で請求してください。 

ⅱ 受験願書用紙の請求及び問い合わせ先は次のとおりです。 

財団法人 日本水路協会 技術指導部  

 〒144-0041 東京都大田区羽田空港 １丁目６番６号 第一綜合ビル６Ｆ 

電話   ０３－５７０８－７０７６ 

FAX    ０３－５７０８－７１３８ 

E-mail  gijutsu@jha.jp 
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ⅲ 受験願書用紙類  一式  ６００円（税込み） 

受験願書用紙類を受取り次第、14．振込先の口座にお振込みください。 

なお、受験される方は受験料とともにお振込みください。 

 

14．振込先 

（ゆうちょ銀行 ⇒ ゆうちょ銀行） 

        記号 １００８０ 番号 ７９７９７４６１  財団法人 日本水路協会 

 

      （他金融機関 ⇒ ゆうちょ銀行） 

       店名 ００八 

       店番 ００８ 

       普通預金    口座番号 ７９７９７４６  財団法人 日本水路協会 

 

別表１  技術水準の上級及び下級 

上    級 下    級 

沿  岸  １  級 沿  岸  ２  級 

沿  岸  １  級 港  湾  １  級 

港  湾  １  級 港  湾  ２  級 

沿  岸  ２  級 港  湾  ２  級 

 

別表２          受   験   料（税込み） 

試 験 の 種 類 初回の受験料 ２回目以降の受験料 

沿岸１級 
１次 

２次 

１３，０００円 

６，５００ 

１科目につき ２，６００円 

   〃   １，３００ 

沿岸２級 
１次 

２次 

１０，４００ 

５，２００ 

〃   ２，６００ 

〃   １，３００ 

港湾１級 
１次 

２次 

７，８００ 

３，９００ 

〃   ２，６００ 

〃   １，３００ 

港湾２級 
１次 

２次 

５，２００ 

２，６００ 

〃   ２，６００ 

〃   １，３００ 

 

別表第３          受 験 料 の 返 還 額 

     受験辞退申し出の時期 返還額 

受験申込み締切り日まで 受験料の全額 

受験申込み締切り日の翌日から受験日の8日前まで 受験料の70% 

受験日の前日から7日前まで 受験料の50% 

受験日以降(無届の欠席を含む)  返還しない 

その他当協会で返還が妥当と認めた場合 協会が妥当と認めた額 

注：受験料の返還に係る口座振込み手数料等は、受験者の負担とし、 

当該手数料等の額を差し引いて返還します。 
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別表４ 

 

 

◇- １級水路測量技術（沿岸）-◇ 

 各種の測位機、測深機、探査機等を使用し、沿岸海

域において行う水路測量（以下「沿岸の測量」とい

う。）に関し、作業を計画し、指揮をとり、実行の責

任者となり及び資料を評価することができる技術 

 

 
科 
目 

内     容 

程  度 

基
礎
的 

実
務
的

専
門
的 

法 

 

規 

国 内 法 

○ 水路業務法、海上交通安全法

及び港則法 

○ 測量法及びその他の関連法規 

 

 

 

 

○ 

 

○

 

国 際 法 

○ 海洋法条約 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

基 

 

 

準 

 

 

点 

 

 

測 

 

 

量 

 

 

 

 

測  地 

○ 準拠楕円体及び準拠楕円体と

ジオイドとの関係 

○ 測地原子 

○ 測地、天文、地心それぞれの

座標系における経緯度及び方位

角 

○ 国家基準点の種類及び測量成

果 

○ 地図の投影 

 

 

 

○ 

○ 

 

○

 

 

 

 

 

○

 

○

 

計  画 

○ 三角測量、多角測量、三辺測

量又は人工衛星システムによる

測量の選択 

○ 補助点の決定方法の選択 

○ 機材の選択 

  

○

 

 

○

○

 

設  標 

○ 地上測量の選点及び設標 

○ 測点の記号付与及び記載 

○ 対空標識の位置選定及び設標 

 

  

○

○

○

 

 

 

 

光学機器による方向の測定及び光

波測距儀又は電波測距儀による距

離の測定並びに人工衛星システム

による位置測定 

○ 各種機器の調整及び取扱い 

○ 測定及び測定値の制限と誤差 

○ 測定値の補正 

   

 

 

 

○

○

○

 

 

 

 

1 級 水 路 測 量 技 術 （ 沿 岸 ） 

科 

目 
内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的

専

門

的 

 

 

 

 

 

基 

 

 

準 

 

 

点 

 

 

測 

 

 

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算及び調整 

○ 方位角、方向角、距離及び位

置の計算 

○ 球面及び平面に関する位置及

び距離の変換計算 

○ 三角網又は多角網の調整 

○ 誤差の処理 

  

 

 

○

 

○

○

 

○

 

 

高さの測定 

○ 高さの基準の選択 

○ 水準儀、経緯儀、六分儀、 

人工衛星システム等による測定

方法及び計算 

○ 潜地差、気差及び眼高差の補

正 

  

○

 

 

 

○

 

 

○

真方位の測定 

○ 測定方法 

○ 天文諸表による計算 

  

○

○

 

海岸線測量 

○ 海岸線の測定及び決定 

○ 海岸線、地形及び地物の記入 

  

○

○

 

資料の作成 

○ 基準点図等の作成 

○ 各種資料及び成果の作成 

 

  

○

○

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

深 

 

 

 

測 

 

 

 

量 

計  画 

○ 測位方法及び機器の選択 

○ 目標物の選点 

○ 陸上局の選点 

○ 誘導方向の選定 

○ 測線間隔及び測位間隔の決定 

○ 船速と水深図縮尺の関係 

○ 音響測深機の選択 

  

○

○

○

○

○

○

○

 

光学的機器等による測位 

○ 六分儀、経緯儀及び光波測距

儀による位置決定 

○ 位置の記入 

○ 見通し線並びに標尺及び巻尺

による位置決定 

○ 誤差及びその要因 

   

○

 

○

○

 

○

電波測位機器による測位 

○ 各種電波測位機の測定原理、

構成及び構造 

○ 機器の取扱い 

○ 電波の伝播 

○ 二距離法、一距離一方位法、

双曲線法及びそれらを組み合わ 

 せた方法 

  

○

 

 

 

 

○

○

○
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1 級 水 路 測 量 技 術 （ 沿 岸 ） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的 

専

門

的 

 

 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

 

深 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

量 

 

 

 

 

 

 

 

○ 測定値の補正 

○ 誤差及びその要因 

  

 

○

○

人工衛星システムによる測位 

○ 測定原理及び構成 

○ 機器の取扱い 

○ 誤差及びその要因 

  

○ 

 

○ 

 

 

○

 

測量船の誘導 

○ 電波測位システムによる方法 

○ 経緯儀及び六分儀による方法 

○ 見通し線による方法 

  

 

 

○

○

○

音響測深機及び広域海底面探査装

置 

○ 測定原理、構成及び構造 

○ 音波の伝播 

○ 機器の取扱い 

  

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○

音響測深 

○ 音響測深 

○ デジタル水深の集録・処理法 

○ 直接法による音響測深機の校

正及び音速度補正 

○ 間接法による音速度補正 

○ 潮高及び喫水量の補正 

○ 補測、検測及び探礁 

○ 誤差及びその要因 

  

 

○ 

 

○

 

○

 

○

○

○

○

記録の整理 

○ 音響測深記録紙への記入 

○ 音響測深機及び広域海底面探

査装置の記録の判断及び読取り

  

 

 

 

 

○

○

 

資料の作成 

○ 測位及び誘導資料の作成 

○ 低潮線及び等深線の描画 

○ 測深図及び水深図の作成 

○ 海底地形図の作成 

   

○

○

○

○

 

 

 

 

潮 

 

 

汐 

 

 

観 

 

 

測 

 

理  論 

○ 海象観測及び潮汐理論 

○ 主要調和分潮 

○ 潮汐の基本型 

○ 各種基準面 

○ 沿岸潮汐及び河口潮汐 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

計  画 

○ 基準験潮所の選択 

○ 験潮器の選択 

○ 験潮器及び験潮標の設置箇所

の選定 

  

○ 

○ 

○ 

 

観  測 

○ 験潮器及び験潮標の設置 

○ 観測及び観測値の校正 

  

○ 

○ 

 

資料の作成 

○ 潮高の読取り及び処理 

○ 水深基準面の決定 

○ 基準面決定簿及び基準測定成 

  

○ 

○ 

○ 

 

 

1 級 水 路 測 量 技 術 （ 沿 岸 ） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的 

専

門

的 

 
果表の作成   

 

 

 

 

 

 

海 

 

底 

 

地 

 

質 

 

調 

 

査 

 

 

 

 

 

計  画 

○ 音波探査線の選定 

○ 採泥点の選定 

○ 音波探査機の選択 

○ 採泥器の選択 

  

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

音波探査機及び採泥器 

○ 音波探査機の測定原理、構成

及び構造 

○ 採泥器の構造 

○ 音波探査機及び採泥器の取扱

い 

  

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

音波探査記録及び採集底質の整理 

○ 音波探査記録の判読 

○ 地質構造の抽出 

○ 底質分析 

  

○ 

○ 

○ 

 

 

 

資料の作成 

○ 底質分布図、地質構造図等の

作成 

  

○ 

 

 

 

 

◇- ２級水路測量技術（沿岸）-◇ 

 沿岸の測量に関し、直接の監督を受けないで計画に

基づく作業を遂行し及び資料を分析することができる

技術 

 

 
科 
目 

内     容 

程  度 

基
礎
的 

実
務
的 

専
門
的 

基 

 

準 

 

点 

 

測 

 

量 

測  地 

○ 国家基準点の種類及び測量成

果 

○ 地図の投影 

 

 

○ 

 

○ 

  

設  標 

○ 地上測量の選点及び設標 

○ 測点の記号付与及び記載 

○ 対空標識の位置選定及び設標 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

光学機器による方向の測定及び光 

波測距儀又は電波測距儀による距

離の測定並びに人工衛星システム

による位置測定 

○ 各種機器の調整及び取扱い 

○ 測定及び測定値の制限と誤差 

○ 測定値の補正 

 

  

 

 

 

○ 

○ 

○ 
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２級水路測量技術（沿岸） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的

専

門

的 

 

 

 

基 

 

 

準 

 

 

点 

 

 

測 

 

 

 

量 

 

 

 

 

計算及び調整 

○ 方位角、方向角、距離及び位

置の計算 

○ 球面及び平面に関する位置及

び距離の変換計算 

○ 三角網又は多角網の調整 

○ 誤差の処理 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○

 

 

 

 

 

高さの測定 

○ 水準儀、経緯儀、六分儀、人

工衛星システム等による測定方

法及び計算 

○ 潜地差、気差及び眼高差の補

正 

  

○

 

 

○

 

 

 

 

真方位の測定 

○ 測定方法 

○ 天文諸表による計算 

 

○ 

○ 

  

 

 

海岸線測量 

○ 海岸線の測定及び決定 

○ 海岸線、地形及び地物の記入 

 

○ 

○ 

  

 

 

資料の作成 

○ 基準点図等の作成 

○ 各種資料及び成果の作成 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

深 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

量 

 

 

 

 

光学的機器等による測位 

○ 六分儀、経緯儀及び光波測距

儀による位置決定 

○ 位置の記入 

○ 見通し線並びに標尺及び巻尺

による位置決定 

○ 誤差及びその要因 

  

○

 

○

○

 

○

 

電波測位機器による測位 

○ 各種電波測位機の測定原理、

構成及び構造 

○ 機器の取扱い 

○ 電波の伝播 

○ 二距離法、一距離一方位法、

双曲線及びそれらを組み合わせ

た方法 

○ 測定値の補正 

○ 誤差及びその要因 

 

○ 

 

 

 

 

 

○

○

○

 

 

○

○

 

人工衛星システムによる測位 

○ 測定原理及び構成 

○ 機器の取扱い 

○ 誤差及びその要因 

 

○ 

 

○ 

 

 

○

 

測量船の誘導 

○ 電波測位システムによる方法 

○ 経緯儀及び六分儀による方法 

○ 見通し線による方法 

  

○

○

○

 

音響測深機及び広域海底面探査装

置 

○ 測定原理、構成及び構造 

○ 音波の伝播 

○ 機器の取扱い 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○

 

２級水路測量技術（沿岸） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的

専

門

的 

 

 

 

水 

 

 

 

深 

 

 

 

測 

 

 

 

量 

 

 

音響測深 

○ 音響測深 

○ デジタル水深の集録・処理法 

○ 直接法による音響測深機の校

正及び音速度補正 

○ 間接法による音速度補正 

○ 潮高及び喫水量の補正 

○ 補測、検測及び探礁 

○ 誤差及びその要因 

 

 

○ 

 

 

 

○

 

○

 

○

○

○

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録の整理 

○ 音響測深記録紙への記入 

○ 音響測深機及び広域海底面探

査装置の記録の判断及び読取り 

 

  

○

○

 

 

 

 

資料の作成 

○ 測位及び誘導資料の作成 

○ 低潮線及び等深線の描画 

○ 測深図及び水深図の作成 

○ 海底地形図の作成 

 

  

○

○

○

○

 

潮 

 

 

汐 

 

 

観 

 

 

測 

理  論 

○ 海象観測及び潮汐理論 

○ 主要調和分潮 

○ 潮汐の基本型 

○ 各種基準面 

○ 沿岸潮汐及び河口潮汐 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

観  測 

○ 験潮器及び験潮標の設置 

○ 観測及び観測値の校正 

 

 

○ 

○ 

  

資料の作成 

○ 潮高の読取り及び処理 

○ 水深基準面の決定 

○ 基準面決定簿及び基準測定成

果表の作成 

 

○ 

○ 

○ 

  

海 

 

底 

 

地 

 

質 

 

調 

 

査 

音波探査機及び採泥器 

○ 音波探査機の測定原理、構成

及び構造 

○ 採泥器の構造 

○ 音波探査機及び採泥器の取扱

い 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

  

音波探査記録及び採集底質の整理 

○ 音波探査記録の判読 

○ 地質構造の抽出 

○ 底質分析 

 

 

○ 

○ 

○ 

  

資料の作成 

○ 底質分布図、地質構造図等の

作成 

 

 

○ 
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◇- １級水路測量技術（港湾）-◇ 

 各種の光学機器、測深機等を使用し、主として港湾

内において行う水路測量（以下「港湾の測量」とい

う。）に関し、作業を計画し、指揮をとり、実行の責

任者となり及び資料を評価することができる技術 

 

 
科 
目 

内     容 

程  度 

基
礎
的 

実
務
的 

専
門
的 

法 

 

規 

国 内 法 

○ 水路業務法、海上交通安全法

及び港則法 

○ 測量法及びその他の関連法規 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

基 

 

 

 

 

準 

 

 

 

 

点 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

量 

 

 

 

 

測  地 

○ 国家基準点の種類及び測量成

果 

  

○ 

 

計  画 

○ 三角測量、多角測量、三辺測

量又は人工衛星システムによる

測量の選択 

○ 補助点の決定方法の選択 

○ 機材の選択 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

設  標 

○ 地上測量の選点及び設標 

○ 測点の記号付与及び記載 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

光学機器による方向の測定及び光

波測距儀による距離の測定並びに

人工衛星システムによる位置測定

○ 各種機器の調整及び取扱い 

○ 測定及び測定値の制限と誤差 

○ 測定値の補正 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

計算及び調整 

○ 方位角、方向角、距離及び位

置の計算 

○ 球面及び平面に関する位置及

び距離の変換計算 

○ 三角網又は多角網の調整 

○ 誤差の処理 

  

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

高さの測定 

○ 高さの基準の選択 

○ 水準儀、経緯儀、六分儀、人

工衛星システム等による測定方

法及び計算 

○ 潜地差、気差及び眼高差の補

正 

  

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

真方位の測定 

○ 測定方法 

○ 天文諸表による計算 

  

○ 

○ 

 

海岸線測量 

○ 海岸線の測定及び決定 

  

○ 

 

 

１級水路測量技術（港湾） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的 

専

門

的 

基 

準 

点 

測 

量 

 

○ 海岸線、地形及び地物の記入  ○  

 

資料の作成 

○ 基準点図等の作成 

○ 各種資料及び成果の作成 

 

  

○ 

○ 

 

水 

 

 

 

 

 

 

深 

 

 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

 

 

量 

 

 

 

 

計  画 

○ 測位方法及び機器の選択 

○ 目標物の選点 

○ 誘導方向の選定 

○ 測深間隔及び測位間隔の決定 

○ 船速と水深図縮尺の関係 

○ 音響測深機の選択 

  

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

光学的機器等による測位 

○ 六分儀、経緯儀及び光波測距

儀による位置決定 

○ 位置の記入 

○ 見通し線並びに標尺及び巻尺

による位置決定 

○ 誤差及びその要因 

  

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

人工衛星システムによる測位 

○ 測定原理及び構成 

○ 機器の取扱い 

○ 誤差及びその要因 

  

○ 

○ 

○ 

 

測量船の誘導 

○ 経緯儀及び六分儀による方法 

○ 見通し線による方法 

   

○ 

○ 

音響測深機及び広域海底面探査装

置 

○ 測定原理、構成及び構造 

○ 音波の伝播 

○ 機器の取扱い 

  

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

音響測深及び音波探査 

○ 音響測深 

○ デジタル水深の集録・処理法 

○ 直接法による音響測深機の校

正及び音速度補正 

○ 潮高及び喫水量の補正 

○ 補測、検測及び探礁 

○ 誤差及びその要因 

  

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

記録の整理 

○ 音響測深記録紙への記入 

○ 音響測深機及び広域海底面探

査装置の記録の判断及び読取り 

○ 験潮記録の判断及び読取り 

○ 底質試料の整理 

  

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

資料の作成 

○ 測位及び誘導資料の作成 

○ 低潮線及び等深線の描画 

○ 測深図及び水深図の作成 

○ 基準面決定簿の作成 

  

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 
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◇- ２級水路測量技術（港湾）-◇ 

 港湾の測量に関し、直接の監督を受けないで計画に

基づく作業を遂行し及び資料を分析することができる

技術 

 

 
科 
目 

内     容 

程  度 

基
礎
的 

実
務
的

専
門
的 

 

 

 

 

 

基 

 

 

 

準 

 

 

 

点 

 

 

 

測 

 

 

 

量 

 

 

 

 

 

 

測  地 

○ 国家基準点の種類及び測量成

果 

 

○ 

  

設  標 

○ 地上測量の選点及び設標 

○ 測点の記号付与及び記載 

 

○ 

○ 

  

光学機器による方向の測定及び光

波測距儀による距離の測定並びに

人工衛星システムによる位置測定 

○ 各種機器の調整及び取扱い 

○ 測定及び測定値の制限と誤差 

○ 測定値の補正 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

計算及び調整 

○ 方位角、方向角、距離及び位

置の計算 

○ 球面及び平面に関する位置及

び距離の変換計算 

○ 誤差の処理 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

○

 

 

 

 

 

高さの測定 

○ 水準儀、経緯儀、六分儀、人

工衛星システム等による測定方

法及び計算 

○ 潜地差、気差及び眼高差の補

正 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

真方位の測定 

○ 測定方法 

○ 天文諸表による計算 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

海岸線測量 

○ 海岸線の測定及び決定 

○ 海岸線、地形及び地物の記入 

 

○ 

○ 

  

資料の作成 

○ 基準点図等の作成 

○ 各種資料及び成果の作成 

 

○ 

○ 

  

 

 

水 

 

深 

 

測 

 

量 

光学的機器等による測位 

○ 六分儀、経緯儀及び光波測距

儀による位置決定 

○ 位置の記入 

○ 見通し線並びに標尺及び巻尺

による位置決定 

○ 誤差及びその要因 

 

 

 

 

○

 

○

○

○

 

人工衛星システムによる測位 

○ 測定原理及び構成 

○ 機器の取扱い 

○ 誤差及びその要因 

 

○ 

○ 

○ 

  

２級水路測量技術（港湾） 

 

科 

目 

 

内     容 

程  度 

基

礎

的 

実

務

的

専

門

的 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

深 

 

 

 

 

測 

 

 

 

 

量 

 

 

 

 

 

測量船の誘導 

○ 経緯儀及び六分儀による方法 

○ 見通し線による方法 

 

 

 

 

○

○

 

 

 

音響測深機及び広域海底面探査装

置 

○ 測定原理、構成及び構造 

○ 音波の伝播 

○ 機器の取扱い 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

○

 

音響測深及び音波探査 

○ 音響測深 

○ デジタル水深の集録・処理法 

○ 直接法による音響測深機の校

正及び音速度補正 

○ 潮高及び喫水量の補正 

○ 補測、検測及び探礁 

○ 誤差及びその要因 

 

 

○ 

 

○

 

○

 

○

○

○

 

記録の整理 

○ 音響測深記録紙への記入 

○ 音響測深機及び広域海底面探

査装置の記録の判断及び読取り 

○ 験潮記録の判断及び読取り 

○ 底質試料の整理 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○

○

 

資料の作成 

○ 測位及び誘導資料の作成 

○ 低潮線及び等深線の描画 

○ 測深図及び水深図の作成 

○ 基準面決定簿の作成 

 

 

 

 

 

○ 

 

○

○

○

 

 

 

備  考 

 表中、程度欄の基礎的、実務的及び専門的とは、それぞれ

該当する科目の内容が次のとおりであることを示している。 

基礎的：その科目を概括的に理解していること。 

実務的：その科目の原理とその応用に関する知識を有する

こと。 

専門的：その科目の詳細について熟知していること。 


